
令和６年度 長井市地域おこし協力隊『芸術文化による地域おこし活動』募集要項 

 

 

長井市は山形県南部に位置し、東西に朝日山系と出羽丘陵、南北に貫流する最上川沿いに町並みが

形成された「水と緑と花のまち」です。江戸時代には最上川の舟運により商人町として栄え、豊富な

水資源と歴史的建造物が現存する町並みは、平成30年2月に「最上川上流域における長井の町場景観」

として国の重要文化的景観に選定されました。 

また、“ものづくりのまち”として基盤技術の集積がある当市は、競技用けん玉生産量日本一を誇

っており、令和2年9月にはけん玉を「市技」として定める条例を制定し、市民一体でけん玉によるま

ちづくりの普及推進に取り組んでいます。 

しかし、近年の全国的な少子高齢化及び人口減少は、本市においても深刻で、昭和30年には36,569

人だった人口が、令和2年には26,543人と大幅に減少し、地域の担い手となる人材の確保が大きな課題

となっています。 

 このことから、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を支援しながら地域力の維持・強化及

び地域の活性化を図ることを目的に、以下により「長井市地域おこし協力隊」を募集します。 

 

１ 募集人員   

１名 

 

２ 活動内容 

協力隊の活動は、別に定める「長井市地域おこし協力隊設置規則」を基本とし、以下に掲げる

活動の中から活動を選択し従事するものとします。 

 

(1) 芸術文化による地域おこし活動 【所属課：観光文化交流課】 

「長井市芸術文化ビジョン」実現に向けて、長井市の芸術文化の拠点となる「文教の杜なが

い」、「長井市民文化会館」、「旧長井小学校第一校舎」の各施設をつなぐ芸術文化活動を実

践しながら、前任の地域おこし協力隊や地域の関係団体と連携し、まちなかの文化資源を活用

した地域おこし事業の企画及び実施にあたる。                                                                                                                                                 

 

① 芸術文化イベントの企画立案・実践（芳文庫ギャラリー収蔵作品の活用 等） 

② 芸術文化活動に取り組む若者の掘り起こし、情報発信 

③ まちづくりに関係する各種団体の連携コーディネート 

④ 芸術文化と飲食・宿泊等観光分野との連携事業の企画立案・実践 

 

 

３ 募集対象 

下記 （1）～（7）の全ての要件を満たす方 

（1）申込時点で年齢２０歳以上の方（性別は問わない） 

（2）三大都市圏をはじめとする都市地域等に在住しており、長井市地域おこし協力隊として任用 

後に長井市に生活の拠点を移し、住民票を異動させることができる方 

    ※地域要件（三大都市圏をはじめとする都市地域等） 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈

良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び

熊本市のうち、過疎地域持続的発展支援特別措置法、山村振興法、離島振興法及び半島振興法に

指定された地域以外の地域。 

※他市町村において地域おこし協力隊であった方（地域おこし協力活動を２年以上経験かつ解嘱

から１年以内の場合）、JETプログラムを終了した方（JET参加者として２年以上活動かつ終了

から１年以内の場合）、海外在住の方については、転出地の地域要件なし。 

（3）心身ともに健康で、地域の活性化に意欲があり、地域住民とコミュニケーションを図りなが 

ら、地域活動に積極的に取り組むことができる方 



（4）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

（5）普通自動車運転免許を取得している方 

（6）パソコン（ワード、エクセル等）の一般的な操作ができる方 

（7）任期終了後も、市内を拠点とした活動関連の起業（※補助金制度あり。）や協力隊の活動経 

験を活かした就業などにより、当市に定住する意向・意欲をお持ちの方 

 

４ 勤務地 

  長井市内 

 

５ 勤務時間 

原則として月曜日から金曜日までの週５日（１週間当たり３５時間及び１日当たり７時間を超

えない範囲内）を基本とします。ただし、活動内容によっては休日に勤務を要する場合があり、

その場合は平日への振替対応とします。また、繁忙期等で勤務時間が週３５時間を超える場合は

別の週で調整する場合があります。 

 

６ 雇用形態 

地方公務員法上第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員として任用します。 

 

 ７ 任用期間 

任用の日（※担当課と協議の上決定）から令和７年３月３１日までとします。ただし、従前の

活動実績等を踏まえて、再度の任用を行う場合があります。（※通算活動期間は最長３年。） 

 

８ 報酬 

月額２００，１５６円  （※その他、期末勤勉手当が支給されます。） 

 

９ 待遇及び福利厚生 

(1) 社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します。 

(2) 活動期間中の住居は市が貸与します。ただし、転居に係る費用、生活備品、光熱水費等は個人

負担とします。 

(3) 活動に使用する車両は市が貸与します。なお、燃料費については、予算の範囲内で市が費用を

負担します。 

(4) 活動に必要な消耗品等については、予算の範囲内で市が提供します。 

(5) 活動に必要な旅費については、予算の範囲内で市が支給します。 

 

１０ 応募方法 

(1) 応募受付 

郵送により随時受け付けします。 （※採用者決定しだい締め切ります。） 

(2) 提出書類 

①長井市地域おこし協力隊応募用紙 

※市ホームページからダウンロード可能。顔写真を必ず添付し、直筆のこと。 

※自己ＰＲ欄には、応募の動機・意気込み・活動に活かしたい経験や強み等を記入してくだ

さい。 

②住民票の写し（募集開始日以降に取得したもの。※日本在住の方のみ。） 

③運転免許証の写し  

 (3) 問合せ・郵送先 

〒９９３－８６０１ 山形県長井市栄町１番１号 

長井市役所 地域づくり推進課地域づくり支援室 

電 話：０２３８－８２－８００５ 

メール：n-chiiki@city.nagai.yamagata.jp 

 

 



１１ 選考 

(1) 第１次選考 

書類選考を行います。 

(2) 第２次選考 

第１次選考合格者を対象に第２次選考（面接）を行います。日時及び会場等の詳細について

は、第１次選考結果の通知の際にお知らせします。 

(3) 最終結果の報告 

最終結果報告は、面接後 10 日以内に文書で通知します。 

(4) その他 

・選考経過及び結果等に関するお問い合わせにはお答えできません。 

 

 


